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医
療
費
通
知
は
医
療
費
控
除
の

申
告
手
続
き
で
使
用
で
き
ま
す

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）と
後
期
高

齢
者
医
療
保
険（
後
期
）の
医
療
費
通

知
は
各
医
療
費
控
除
の
申
告
手
続
き

で
医
療
費
の
明
細
書
と
し
て
使
用
で

き
ま
す
。
な
お
、
医
療
機
関
な
ど
の

請
求
遅
れ
や
請
求
内
容
が
審
査
中
の

場
合
は
一
部
の
受
診
記
録
が
記
載
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
支
出

で
、
医
療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
領
収

書
に
基
づ
い
て
別
途「
医
療
費
控
除

の
明
細
書
」を
作
成
し
、
そ
の
明
細

書
を
申
告
書
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
市
町
村
な
ど
か
ら
医
療
費

助
成
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
通
知

に
記
載
さ
れ
て
い
る
金
額
が
実
際
に

窓
口
で
支
払
っ
た
金
額
と
異
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
通
知
の
金
額

を
訂
正
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
国
保
の
医
療
費
通
知
…
保
険
医
療

課
国
保
年
金
係
℡
28
―
８
０
１
６
、

後
期
の
医
療
費
通
知
…
保
険
医
療
課

医
療
費
助
成
係
℡
28
―
８
０
１
８
、

申
告
方
法
…
税
務
課
℡
28
―
８
０
１

９マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
・
夜
間
交
付

　

仕
事
な
ど
の
都
合
で
平
日
や
日
中

に
来
庁
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
・
交
付

手
続
き
を
休
日
・
夜
間
に
行
い
ま
す
。

日
時

①
窓
口
延
長
＝
１
月
か
ら
３
月
は
毎

週
火
曜
日　

17
時
15
分
〜
19
時

※
１
月
３
日
㈫
を
除
く

②
休
日
窓
口
＝
１
月
14
日
㈯
、
１
月

29
日
㈰
、
２
月
11
日
㈯
、
２
月
26
日

㈰
、
３
月
11
日
㈯
、
３
月
26
日
㈰　

９
時
30
分
〜
12
時
30
分

場
所　

市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
交
付
円
滑
化
推
進
室（
市
役
所
１

階
）13
番
窓
口

取
扱
業
務　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
申
請
・
交
付
、
電
子
証
明
書
の
更

新
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
・
申

し
込
み

※
住
民
異
動
届
、
証
明
書
発
行
、
印

鑑
登
録
、
パ
ス
ポ
ー
ト
業
務
は
、
お

取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※
手
続
き
に
は
、
15
分
程
度
か
か
り

ま
す
の
で
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し
く

だ
さ
い
。

問
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交

付
円
滑
化
推
進
室
℡
28
―
８
０
１
４

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　

事
業
主
の
方
は
、
従
業
員
の
給
与

支
払
報
告
書（
個
人
別
明
細
書
）を
総

括
表
と
と
も
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

〈
給
与
支
払
報
告
書（
個
人
別
明
細
書
）

の
提
出
枚
数
が
２
枚
か
ら
１
枚
に
変

更
と
な
り
ま
し
た
〉。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
の
施
行
に
伴
い
、
給
与
支
払
報

告
書
を
提
出
す
る
際
は
、法
人
番
号
・

個
人
番
号
の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
個
人
事
業
主
の
方
が
提
出

す
る
場
合
は
、
本
人
確
認
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
次
の
本
人
確
認
書

類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

○個人事業主本人が提出する場合○個人事業主本人が提出する場合
番号確認 身元確認

窓口・郵送 ・個人番号カード
・個人番号が記載された住民票の写しなど

・個人番号カード　　・運転免許証
・旅券（パスポート）など

ｅＬＴＡＸ
（地方税電子申
告システム）

ｅＬＴＡＸによる提出で、個人番号カードの電子証明書により個人認証を行う場合は、
本人確認資料の添付は不要です。

○代理人が提出する場合○代理人が提出する場合
代理権の確認 代理人の身元確認 個人事業主の番号確認

窓口・郵送 ・委任状（税務代理
権限証書）など

代理人の　・個人番号カード
　　　　　・運転免許証など 本人の個人番号カードの写しなど

ｅＬＴＡＸ
（地方税電
子申告シス
テム）

・委任状（税務代理
権限証書）のデー
タなど

代理人に係る署名用電子証明書
およびその署名用電子証明書に
より確認される電子署名が行わ
れた提供情報

本人の個人番号カードの写しなど

※電子証明書などにより本人確認が
できる場合、本人確認資料の添付は
不要です。

※
支
払
者
が
法
人
の
場
合
は
、
本
人

確
認
書
類
は
不
要
で
す
。
な
お
、
平

成
29
年
度
か
ら
個
人
住
民
税
の
特
別

徴
収（
給
料
か
ら
天
引
き
）が
完
全
指

定
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
原
則
、
特

別
徴
収
の
区
分
に
よ
り
提
出
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

提
出
先　

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在

従
業
員
の
住
民
登
録
が
あ
る
市
町
村

提
出
期
限　

１
月
31
日
㈫

※「
給
与
支
払
報
告
書（
個
人
別
明
細

書
）」「
退
職
所
得
の
特
別
徴
収
票
」以

外
の
法
定
調
書
は
、
所
轄
の
税
務
署

に
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
ｅエ

ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ（
地
方
税
電
子
申
告
シ

ス
テ
ム
）に
つ
い
て
】

　

償
却
資
産
の
申
告
や
給
与
支
払
報

告
書
の
提
出
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ

る
受
け
付
け
も
行
っ
て
い
ま
す
。
窓

口
に
出
向
か
な
く
て
も
自
宅
や
会
社

の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
送
信
で
き
る
便
利
な
シ

ス
テ
ム
で
す
。

※
詳
し
く
は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
お
よ
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の

「
よ
く
あ
る
質
問
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
℡
28
―
８
０
１
９

軽
Ｏ
Ｓ
Ｓ
・
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に

つ
い
て

　

令
和
５
年
１
月
か
ら
、
軽
自
動
車

に
係
る
便
利
な
新
シ
ス
テ
ム
が
開
始

さ
れ
ま
す
。

①
軽
Ｏ
Ｓ
Ｓ（
軽
自
動
車
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
サ
ー
ビ
ス
）＝
新
車
を
買
っ
た
と

き
に
24
時
間
３
６
５
日
い
つ
で
も
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
査
の
申
請
、
各

種
手
数
料
や
国
税
の
納
付
、
地
方
税

願
い
し
ま
す
。

問
建
築
住
宅
課
℡
24
―
８
０
４
０

償
却
資
産
の
申
告
は
お
早
め
に

　

事
業（
農
業
経
営
を
含
む
）ま
た

は
営
業
を
行
っ
て
い
る
法
人
や
個
人

の
方
が
、
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在

市
内
に
所
有
し
て
い
る
事
業
用
の
資

産
に
つ
い
て
は
、
償
却
資
産
の
申
告

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
資
産
を
所
有
し
て
い
な
く

て
も
、
そ
の
旨
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

該
当
す
る
も
の

○
構
築
物（
舗
装
路
面
、ロ
ー
ド
ヒ
ー

テ
ィ
ン
グ
、
広
告
塔
、
テ
ナ
ン
ト
の

内
部
造
作
、
電
気
設
備
、
給
排
水
設

備
な
ど
）

○
機
械
・
装
置（
各
種
製
造
設
備
、

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
、
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
等

の
大
型
特
殊
自
動
車
、も
み
す
り
機
、

乾
燥
機
等
の
農
業
機
械
な
ど
）

○
車
両
・
運
搬
具（
構
内
運
搬
車
、

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
な
ど
）

※
自
動
車
税（
種
別
割
）・
軽
自
動
車

税（
種
別
割
）が
課
税
さ
れ
て
い
る
も

の
は
除
く

○
工
具
・
器
具
・
備
品（
事
務
用
品
、

パ
ソ
コ
ン
、
コ
ピ
ー
機
、
看
板
、
理

美
容
機
器
、
冷
蔵
庫
、
除
雪
機
な
ど
）

申
告
書
の
送
付

　

前
年
度
に
申
告
が
あ
っ
た
方
、
ま

た
償
却
資
産
所
有
の
有
無
の
確
認
が

必
要
な
方
に
は
令
和
４
年
12
月
下
旬

に
申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
新

規
に
事
業
を
始
め
た
方
や
申
告
書
が

必
要
な
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　

１
月
31
日
㈫

※
取
得
価
格
を
資
産
の
耐
用
年
数
に

応
じ
て
減
価
償
却
し
た
課
税
標
準
額

の
合
計
が
１
５
０
万
円
以
上
に
な
る

と
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

※
窓
口
混
雑
緩
和
の
た
め
、
郵
送
ま

た
は
ｅエ
ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

問
税
務
課
℡
28
―
８
０
２
０

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格

高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
の
手
続

き
は
お
済
み
で
す
か

　

11
月
下
旬
ご
ろ
に
市
か
ら「
電
力
・

ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊
急
支

援
給
付
金
」（
６
万
円
）の
支
給
要
件

確
認
書
が
届
い
た
方
で
、
ま
だ
確
認

書
の
返
送
な
ど
の
支
給
手
続
き
が
お

済
み
で
な
い
方
は
、
返
送
期
限
が
近

づ
い
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

返
送
期
限　

１
月
31
日
㈫

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
１
１

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
お
よ
び

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
配
付

　

福
祉
課（
市
役
所
１
階
）11
番
窓
口

で
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
お
よ
び
ヘ
ル
プ

カ
ー
ド
を
必
要
な
方
に
無
料
で
配
付

し
ま
す（
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
は
申
込
者

１
人
に
つ
き
１
個
ま
で
）。

〈
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
〉

　

義
足
や
人
工
関
節
を
使
用
し
て
い

る
方
、
内
部
障
が
い
や
発
達
障
が
い

の
方
な
ど
、
外
見
か
ら
は
援
助
や
配

慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
に

く
い
方
が
着
用
す
る
こ
と
で
、
周
囲

か
ら
の
支
援
を
得
や
す
く
す
る
も
の

で
す
。

〈
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
〉

　

障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
が
持
ち
歩

き
、
災
害
時
や
緊
急
時

な
ど
、
周
囲
の
人
に
手

助
け
を
求
め
た
い
と
き

な
ど
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
支
援
を
得
や
す
く

す
る
も
の
で
す
。

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
傷
病
手
当
金
の

支
給
対
象
期
間
再
延
長

　

こ
れ
ま
で
、
国
民
健
康
保
険
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
中
の
方

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
傷
病
手
当
金
支
給
の
適
用
期
間

は
、
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令
和

４
年
12
月
31
日
ま
で
と
し
て
い
ま
し

た
が
、
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
延

長
に
な
り
ま
し
た
。

　

支
給
対
象
は
今
ま
で
と
変
わ
ら
ず
、

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

の
申
告
納
付
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

②
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ（
軽
自
動
車
税
納
付

確
認
シ
ス
テ
ム
）＝
車
検
の
と
き
に

継
続
検
査
窓
口
で
の
納
税
証
明
書
の

提
示
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す
。

※
①
・
②
と
も
に
二
輪
・
原
付
・
小

型
特
殊
に
つ
い
て
は
対
象
外
で
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
①
税
務
課
資
産
税
係
℡
28
―
８
０

２
０　

②
税
務
課
納
税
係
℡
28
―
８

０
２
１

建
築
確
認
申
請
審
査
等
の

終
了
に
つ
い
て

終
了
日
時　

３
月
31
日
㈮

場
所　

建
築
住
宅
課（
市
役
所
４
階
）

窓
口

対
象　

令
和
５
年
度
以
降
に
建
築
確

認
申
請
等
を
提
出
さ
れ
る
方

　

建
築
基
準
法
や
そ
の
他
関
係
規
定

に
適
合
す
る
た
め
に
、
建
築
物
を
建

て
る
際
に
は
、
確
認
審
査
や
完
了
検

査
を
受
け
る
こ
と
が
法
律
で
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

市
が
行
う
確
認
申
請
等
の
審
査
の

最
終
受
付
日
は
３
月
17
日
㈮
ま
で
と

な
り
ま
す
の
で
、
３
月
20
日
㈪
か
ら

31
日
㈮
ま
で
の
期
間
は
、
指
定
確
認

検
査
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

４
月
１
日
以
降
は
、「
北
海
道（
空

知
総
合
振
興
局
）」ま
た
は「
指
定
確

認
検
査
機
関
」に
申
請
す
る
よ
う
お

感
染
も
し
く
は
感
染
が
疑
わ
れ
た
た

め
仕
事
の
欠
勤
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

給
与
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
受
け
取

れ
な
く
な
っ
た
方
で
す
。
詳
し
く
は

保
険
医
療
課（
市
役
所
1
階
）５
番
・

６
番
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
保
険
医
療
課（
国
保
）℡
28
―
８
０

１
６
、（
後
期
）℡
28
―
８
０
１
８

献
血
に
ご
協
力
をお

願
い
し
ま
す

日
時
・
場
所　

１
月
30
日
㈪　

９
時

30
分
〜
10
時
30
分
＝
札
幌
建
設
管
理

部
滝
川
出
張
所（
流
通
団
地
）、
11
時

〜
12
時
＝
Ｊ
Ａ
た
き
か
わ
広
域
営
農

セ
ン
タ
ー（
北
滝
の
川
）、
13
時
30
分

〜
16
時
30
分
＝
た
き
か
わ
農
業
協
同

組
合（
本
町
）

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
４

健
康
運
動
教
室（
ス
ト
レ
ッ
チ

ポ
ー
ル
・
楽
し
く
ス
ト
レ
ッ

チ
ー
ズ
・
シ
ニ
ア
元
気
体
操
）

　

ス
ト
レ
ッ
チ
ポ
ー
ル
・
ス
ト
レ
ッ

チ
ー
ズ（
伸
縮
性
の
あ
る
特
殊
な
布
）・

バ
ラ
ン
ス
ボ
ー
ル
な
ど
を
利
用
し
、

肩
こ
り
・
腰
痛
予
防
、
姿
勢
改
善
や

ウ
エ
ス
ト
の
引
き
締
め
、骨
盤
底
筋

の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
転
倒
予
防
、
脳

ト
レ
を
含
め
た
ゲ
ー
ム
な
ど
を
楽
し

く
行
う
教
室
で
す
。

コース 日程 時間

①ストレッチポール
１月６日㈮

20日㈮
27日㈮

10時20分～11時
11時20分～12時

②ストレッチポール
自重トレーニング

１月14日㈯
21日㈯

10時30分～
11時30分③楽しく

　ストレッチーズ
１月７日㈯

25日㈬

④シニア元気体操
１月17日㈫

１月31日㈫ 13時30分～
14時30分

場
所　

滝
川
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

第
１
体
育
館　

会
議
室

対
象　

①
②
③
18
歳
以
上　

④
60
歳

以
上

定
員　

①
各
回
８
人
、
②
③
④
各
回

10
人

受
講
料（
１
回
当
た
り
）　

①
３
０
０

円　

②
③
④
５
０
０
円

※
受
講
料
は
当
日
に
徴
収
し
ま
す
。

申
込
方
法　

開
催
日
前
日
ま
で
に
、

窓
口
ま
た
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い（
火
〜
土
曜
日
９
時
〜
17
時

／
祝
日
を
除
く
）。

問
滝
川
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
℡
23
―
４

６
１
７


